
1 
 

 



2 
 

 

 



3 
 



4 
 

 



5 
 

 



6 
 

身体拘束検討事例が発生 

カンファレンス開催 

カンファレンス召集指示者：身体拘束廃止委員会委員長（以下、委員長） 

カンファレンス参加者：委員長、当該ユニット身体拘束廃止委員(※1)、看護師(※2)、リハ科職員(※2)、 

フロア担当相談員 

(※1)調整が難しい場合には、介護科係長、ユニットリーダー、居室担当介護職員のいずれか、または複数 

の参加でも可。 

(※2)身体拘束廃止委員が望ましいが、調整が難しい場合はその限りでない。 

1）切迫性 

2）非代替性      の要件をすべて満たすか？ 

3）一時性 

身体拘束は不要 身体拘束が必要 

施設長(医師)の承認 

家族（保証人）へ説明 

身体拘束の実施 

身体拘束解除に向けての取り組みの評価、拘束継続の必要性の検討 

 

※基本的には身体拘束廃止委員会開催時に評価・検討を実施(毎月第 3 水曜)。 

 必要がある時には、委員会開催時以外にも評価時期を設定する。 

※拘束が必要と判断した時点で、解除に向けての具体的な 

取り組みとその担当者、観察の視点、評価時期等につい 

て話し合い、明確にする。 

※初回はケアサービス部長から家族へ（電話連絡）、その後、 

説明書作成・文書説明は相談員が実施。2 回目以降は、相 

談員が実施していく。 

満たす 満たさない 

※他に対応方法がある等 

拘束継続は不要 

生命に関わるような緊急性を要する場合（胃瘻の自己抜去が短

期間に頻回、等）、正規のカンファレンスメンバーの召集を待

てない場合には当日勤務者でカンファレンス→医師の承認を

得、判断理由などを「緊急やむを得ない身体拘束に関する検討

記録」用紙に記載（当日勤務のＣＷ・ＮＳ等）。 

その後、正規メンバーにて可及的速やかに解除に向けての話し

合いを行う。 

※拘束開始とともに、拘束解除に向けての取り組みを開始。 

評価終了 

【別紙】緊急やむを得ない身体拘束の実施及び解除に向けてのフローチャート 
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添付書類① 

様 身体拘束評価・検討記録 

 記録：       

 評価・検討実施日   

 会議参加者   

 前回評価時の決定事項 

 

  （この 1 か月間に取り組む 

  事項や観察のポイント） 

  

 1 か月間の経過 

 （各担当者から報告） 

  

 拘束解除に向けての 

          検討事項 

  

 拘束の必要性の可否 

      およびその内容 

  

 次回までの取り組み事項 
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